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は じ め に 

 

令和３年度に発覚しました国営駒ケ岳地区土地改良事業受益者負

担金及び土地改良施設使用料における滞納処理問題では、受益者を

はじめ町民の皆様の信用を大きく失墜させてしまいました。不適切な事務

処理は、これまで築き上げてきた町民との信頼関係を一瞬にして失わせ

るものであり、事務の管理・執行における最終責任者として心よりお詫び

申し上げます。 

町はこれまで、令和３年１１月１８日と令和４年２月１７日に森町議会

全員協議会で、令和４年３月２３日、２４日には住民説明会において報

告、説明を行ってきました。 

また、議会から請求のあった監査では、令和４年４月２７日付けで監

査委員からの監査結果の報告を受けましたので真摯に受け止め、職員

一丸となって取組んでおります。 

これまでの町政執行者の責任など、引き続き調査・検討すべき事項

はありますが、現在まで判明した内容をまとめ、中間報告させていただき

ます。 

令和５年３月 

森 町 長  岡 嶋 康 輔   
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１． 国営駒ケ岳地区土地改良事業の概要について 

 

国が工事等を直轄で行う事業が国営事業ですが、ダム、揚水機場、幹

線用水路等の基幹的な農業水利施設の整備に加えて末端用水路や圃場

の整備、開墾等を行うことで畑地の常習的な旱魃からの脱却と農業用水

の安定供給を実現し生産性向上等における農業経営の安定を目指して、

本町の駒ケ岳山ろくをエリアとする国営畑地帯総合土地改良パイロッ

ト事業が行われました。 

本事業は、昭和 40 年度に国営駒ケ岳土地改良事業調査がスタートし

５カ年の調査計画を踏まえ、昭和 46 年度から事業に着手し、平成７年

度に完了しました。 

事業において、ダム、揚水機場、用水路 28条（延長 47.3km）、幹線道

路１条 3.8km、支線道路７条 17.5km等を整備しました。 

総事業費は 213 億円（当初計画 34 億円）で当初計画から大幅に増加し

ました。 

その間、高度経済成長や土地投機ブームに加えて農業後継者不足など

による農家の脱落、離農者の発生により、受益戸数及び面積が共に減少

し、昭和 50 年代に２回の計画見直し、更には、ホタテ養殖の定着に伴

い兼業漁家の農業離れが進み、平成６年には３回目となる計画見直しが

行われました。 

最終的には受益戸数 188戸（当初計画 541戸）、受益面積 1,157ha（当

初計画 1,676ha）、増加した事業費とは対照的に当初計画から大幅に減

少しました。 

事業完了後には駒ケ岳山麓土地改良区（仮称）を設立し、受益者負担

金及び施設使用料の徴収並びに駒ケ岳ダムを含む畑地かんがい施設の

管理を行う予定でしたが、改良区設立には至らず、その業務を町が担う

こととなりました。 

事業負担金の償還は、平成８年度から始まりましたが、町も受益者か

らの負担軽減に対する要望に応えるため、開発期成会等を通じて国等へ

の要請活動等を行い、支払期間を 25 年に延長する計画償還制度の導入

をはじめ受益者の返済利息軽減に向けた国等の各種支援制度を活用す

るなど、対策を講じてきました。 
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２． 国営土地改良事業の負担金制度について 

 

土地改良法（昭和 24年法律第 195号）第 90条第 5項及び第 9項の規

定に基づき、国は、国営土地改良事業の要する費用の一部を都道府県か

ら負担金として一括徴収し、都道府県は直接又は土地改良区を通じるな

どにより国から課された負担金の全部また一部を受益者から徴収しま

す。この負担金制度は、人的公用負担の制度です。また、この受益者負

担金を負担する者は、三条資格者となります。 

国営土地改良事業の整備財源のうち国庫補助金以外の部分は、都道府

県負担金、市町村負担金及び農業者等の受益者負担金によって賄われて

います。 

なお、受益者負担金の徴収に係る具体的な内容については、各自治体

の条例において定めます。 

 

３．受益者負担金及び施設使用料に係る賦課徴収方法について 

 

（１）国営駒ケ岳地区土地改良事業受益者負担金 

土地改良事業受益者負担金は、町条例及び施行規則を定めて平成８年

度から賦課徴収しました（旧砂原町は平成９年度より賦課徴収開始）。

国への償還期間は平成８年度から令和２年度までの 25年間でした。 

支払区分は、農業用用排水事業が支払期間 25年（据置期間２年）、利

率年５％、農地開発事業が支払期間 25年（据置期間３年）、利率年５％、

いずれも元利均等年賦支払で、10ａ当たりの単価を定め、受益面積に応

じて賦課徴収しました。 

毎年 11 月下旬に納入通知書を発行し受益者へ送付。規則により納入

期日を 12月 30日と定め、支払回数を年１回としました。 

現在も、滞納分の徴収を継続しています。 

 

（２）国営駒ケ岳地区土地改良施設使用料 

土地改良施設使用料は、町条例及び施行規則を定めて、平成９年度か

ら賦課徴収しました。10ａ当たりの単価を定め、受益面積に応じて賦課

徴収しています。毎年 11 月下旬に納入通知書を発行し受益者へ送付。

規則により納入期日を 12月 30日と定め、支払回数を年１回としていま

す。 

現在も、現年度分の賦課徴収及び滞納分の徴収を継続しています。 
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４．受益者負担金及び施設使用料の消滅時効について 

   

土地改良事業受益者負担金及び土地改良施設使用料について、時効の

中断措置が適切に行われてこなかったため５年の消滅時効が完成して

しまいました。 

令和３年度末の当該公債権に係る不納欠損処理の総額等（当初賦課か

ら平成 27年度までの滞納繰越分）は、土地改良事業受益者負担金で 389

件 139,158,167 円、土地改良施設使用料で 313 件 16,946,421 円、合計

702件 156,104,588円、詳細については、次のとおりです。 
 

〈消滅時効による不納欠損額内訳〉 

【受益者負担金】           【施設使用料】 

年  度 件数 金   額  年  度 件数 金   額 

平成 8年度 

平成 9年度 

平成 10年度 

平成 11年度 

平成 12年度 

平成 13年度 

平成 14年度 

平成 15年度 

平成 16年度 

平成 17年度 

平成 18年度 

平成 19 年度 

平成 20 年度 

平成 21 年度 

平成 22 年度 

平成 23 年度 

平成 24 年度 

平成 25 年度 

平成 26 年度 

平成 27 年度 

4 件 

9 件 

14 件 

16 件 

21 件 

23 件 

22 件 

22 件 

23 件 

20 件 

22 件 

23 件 

21 件 

23 件 

24 件 

23 件 

27 件 

22 件 

17 件 

13 件 

2,822,290 円 

3,046,890 円 

5,030,990 円 

5,130,050 円 

7,268,780 円 

8,791,226 円 

7,045,880 円 

8,214,320 円 

8,169,760 円 

8,524,980 円 

10,000,420 円 

9,942,431 円 

9,664,300 円 

8,794,230 円 

8,630,740 円 

7,934,280 円 

8,728,430 円 

6,545,060 円 

3,241,350 円 

1,631,760 円 

平成 9年度 

平成 10年度 

平成 11年度 

平成 12年度 

平成 13年度 

平成 14年度 

平成 15年度 

平成 16年度 

平成 17年度 

平成 18年度 

平成 19 年度 

平成 20 年度 

平成 21 年度 

平成 22 年度 

平成 23 年度 

平成 24 年度 

平成 25 年度 

平成 26 年度 

平成 27 年度 

9件 

13 件 

12 件 

17 件 

18 件 

20 件 

19 件 

20 件 

17 件 

20 件 

20 件 

19 件 

18 件 

16 件 

15 件 

17 件 

16 件 

16 件 

11 件 

765,800円 

664,640円 

559,560円 

1,209,060 円 

1,713,681 円 

1,631,720 円 

1,807,300 円 

1,772,580 円 

963,180円 

1,120,540 円 

1,074,260 円 

1,008,660 円 

731,480円 

459,900円 

303,800円 

348,400円 

299,260円 

390,260円 

122,340円 

合計 389 件 139,158,167 円 合計 313 件 16,946,421 円 

        37 戸                35戸 

 

 

 



7 

 

５．不適切な事務処理について 

 

（１） 時効の中断措置 

滞納者に対しては督促、催告、納付誓約の徴取などの時効中断の 

  手続き、また差押えなどの滞納処分を行わなければなりません。 

町は、土地改良事業受益者負担金及び土地改良施設使用料の徴収 

開始時からこれまで、督促、電話及び文書による催告、一部の受益者 

からは納付誓約の徴取、また内入れによる一部納付により時効の中 

段措置を行ってきました。しかし、財産調査から差押えなどの滞納処 

分を行ってきませんでしたので、これが１点目の不適切な事務です。 

仮に、滞納処分を適切かつ計画的に行っていれば、ここまで多くの 

債権を発生させずに、滞納額は収納・圧縮されていたと考えます。 
 

（２） 不納欠損処理 

不納欠損は債権の放棄、時効の完成等によって債権が消滅した場 

合にとられる会計上の手続きです。 

土地改良事業受益者負担金及び土地改良施設使用料は公債権であ 

り、地方自治法では金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権 

利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、これを行使 

することができる時から５年間行使しないときは、徴収権は時効に 

よって消滅します。時効が完成したものについては、不納欠損の手続 

きをとらなければなりません。 

町は平成１３年度（旧砂原町では平成１４年度）から、時効が完成 

したものについて不納欠損処理を行ってきませんでしたので、これ 

が２点目の不適切な事務です。 

なお、不納欠損処理についても、適切に時効中断措置を講じていれ 

ば、その件数・金額を圧縮できていたものと考えます。 

 

（３） 消滅時効後の納付 

時効の完成と同時にその権利が自動的に消滅することになること 

から、債権者が時効完成後にその債務を履行した場合には、その債 

務を返還しなくてはなりません。 

町はこれまで、消滅時効が完成した土地改良事業受益者負担金及 

び土地改良施設使用料についても継続的に催告を続け、収納を促し 

ながら、町が立替え国へ償還した受益者負担分の滞納分及び国営土 

地改良施設維持管理費用の滞納分に充当してきましたので、これが 

３点目の不適切な事務です。 
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６．不適切な事務処理の原因について 

  

（１） 時効の中断措置 

時効の中断措置については、徴収開始時から、督促、催告のうえ納 

付誓約書の徴取、内入れによる一部納付などの時効中断措置は行っ 

てきましたが、差押えなどの滞納処分に着手しなかったのは、「５． 

不適切な事務処理の（１）」で記述したとおりであります。 

その原因として、「離農の要因となり地域農業に与える影響が大き 

いため」といった背景や、職員の滞納整理に対する知識が十分でなか 

ったことなど要因はいくつかあげられるにせよ、結果として滞納処 

分を実施してこなかったことを歴代の町政執行者が黙認してきたと 

いうことは事実であります。 

 

（２） 不納欠損処理 

時効を迎えた土地改良事業受益者負担金、土地改良施設使用料を 

不納欠損してこなかったのは合併前の旧森町、旧砂原町の町政執行 

者の意向が大きかったと推認する結果となりました。 

そして、その不適切な事務処理は平成１７年４月の両町合併後も 

踏襲され続け私が町長就任後に行った懸案事項ヒアリングまで本格 

的に議論されることはなかったものであります。 

 

（３） 消滅時効後の納付 

３点目の消滅時効を迎えた当該公債権に対して催告を行い徴収し  

てきたことは、「①完納受益者との負担の公平性及び平等性を保つた 

め」「②滞納分を町が立替えて国に返済していたこと」「③未納が恒常 

的に発生すると、常に完納している受益者の納入意欲に悪影響を及 

ぼすことが懸念されていた」から、その方針が踏襲され続けてきたこ 

とが要因であると考えます。 

その不適切な事務は、私が町長就任後も担当課長の判断により行  

われておりましたので、改善するよう指示を出し、次のとおり還付 

（充当）処理を行っております。 
 

 

〈消滅時効後の納付の取扱い〉 

消滅時後に納付があった当該公債権のうち、納付後５年を経過していないもの 

について、次のとおり還付手続き等を行いました。その内訳は過誤納還付金等と 

して、令和３年度及び令和４年度に返還しております。なお、充当可能な当該公 

債権には、充当処理を行いました。 
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  <令和３年度に還付した土地改良事業受益者負担金及び土地改良施設使用料> 

科目 過誤納還付金 還付加算金 計 

負担金 298,410円 0円 298,410円 

使用料 32,760円 0円 32,760 円 
 

<令和４年度に還付した土地改良事業受益者負担金> 

項目 H29 H30 R1 R2 計 

過誤納還付金 445,860円 592,000円 45,080 円 2,436,530 円 3,519,470 円 

還付加算金 28,200円 33,400 円 2,000 円 55,100 円 118,700円 
 

<令和４年度に還付した土地改良施設使用料> 

項目 H29 H30 R1 R2 計 

過誤納還付金 118,000円 101,000円 － － 219,000円 

還付加算金 7,700円 5,600 円 － － 13,300 円 
 

<令和４年度に充当した土地改良事業受益者負担金及び土地改良施設使用料> 

科目 過誤納還付金 還付加算金 充当額 

負担金 790,760円 50,200 円 840,960円 

使用料 82,840円 円 82,840 円 

 

７．再発防止について 

 

令和４年２月の議会全員協議会及び３月の住民説明会で報告し、お 

約束しました再発防止策は下記のとおりであり、既に取り組んでいる 

ところでありますが、詳細は 33ページに掲載しました。 

 

① 公平中立の立場で、公平性を心掛け事務を取り扱っていきます。 

② 消滅時効の管理を徹底するため、確実な事務引継ぎを行います。 

③ 法令に則り、財産調査、差押え等の滞納処分を確実に実施する 

ため、債権管理担当課との連携を強化していきます。 

④ 会計規則に則り、不納欠損処理を行っていきます。 

⑤ 平素から自己の担当する職務の趣旨・目的、内容、手続き、根拠 

法令等について確認し、正確な知識の保持に努めます。また、そ 

のための研修会等に参加させていきます。 
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８．消滅時効を迎えていない受益者負担金及び施設使用料について  

 

不納欠損処理後の国営駒ケ岳地区土地改良事業受益者負担金の滞納

総額等は 27戸 107件 33,299,062円、収納総額は 36件 2,305,820円（３

月３日現在の数値）となっております。 

また、同様に不納欠損処理後の国営駒ケ岳土地改良施設使用料の滞納

総額等は 20 戸 68 件 2,092,644 円、収納総額は 18 件 181,140 円（３月

３日現在の数値）となっております。 

不納欠損後の滞納者に対する取組としては、催告（23戸 38件）、個 

別連絡（６件）、個別訪問（６件）、個別相談（６件）、納付誓約（３件）、

財産差押えの各種調査（42件：郵貯、ＪＡ、砂原漁協）、預金差押え（４

件）を実施しており、消滅時効成立前に時効中断手続き等を計画的に行

うなど、一層の徴収強化に努めております。 

 

（１）受益者負担金                         

項目 件数 金額 備考 

R4滞納額 107 件 33,299,062 円 
R2 以前(106 件)  33,213,062 円(R4.4.1) 

H22 繰上償還分(1件) 86,000 円(R4.4.1) 

R4収納額 36件 2,305,820 円 一部納付件数 27件、完納 9件 

現在未納額 98件 30,993,242 円 R5.3.3 現在 

 うち時効成立額 9件 1,405,750 円 消滅時効による不納欠損（地方自治法第 236条第 2項）2名  

うち時効未成立額 89件 29,587,492 円 ※うち執行停止（3戸 1,271,350円） 

※執行停止理由は、地方税法第 15条の 7第 1 項第 1号が 2名、地方税法第 15 条の 7第 1項 

第 3号が 1名 

 

（２）施設使用料                        

項目 件数 金額 備考 

R4滞納額 68件 2,092,644 円 
R2以前(63 件)  1,897,764 円(R4.4.1) 

R3(5 件)      194,880 円(R4.6.1) 

R4収納額 18件 181,140円 一部納付件数 3件、完納 15 件 

現在未納額 53件 1,911,504 円 R5.3.3 現在 

 うち時効成立額 9件 149,520円 消滅時効による不納欠損（地方自治法第 236条第 2項）2名  

うち時効未成立額 44件 1,761,984 円 ※うち執行停止（4 戸 242,280 円） 

※執行停止理由は、地方税法第 15条の 7第 1 項第 1号が 2名、地方税法第 15 条の 7第 1項 

第 3号が 2名 
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〈時効が成立していない受益者負担金及び施設使用料の内訳〉 

 
【受益者負担金】           【施設使用料】 

年  度 件数 金   額  

 

年  度 件数 金   額 

平成 22 年度 

平成 23 年度 

平成 25 年度 

平成 26 年度 

平成 27 年度 

平成 28 年度 

平成 29 年度 

平成 30 年度 

令和元年度 

平成 2年度 

1 件 

1 件 

3 件 

8 件 

6 件 

19 件 

15 件 

16 件 

19 件 

19 件 

86,000円 

282,960円 

1,042,640 円 

4,907,276 円 

2,059,960 円 

5,541,006 円 

5,453,410 円 

4,150,160 円 

5,646,740 円 

4,128,910 円 

平成 26 年度 

平成 27 年度 

平成 28 年度 

平成 29 年度 

平成 30 年度 

令和元年度 

令和 2年度 

令和 3年度 

1件 

1件 

10 件 

10 件 

11 件 

14 件 

16 件 

5件 

 

95,420 円 

80,980 円 

178,540円 

306,698円 

272,986円 

469,820円 

493,320円 

194,880円 

 

合計 107 件 33,299,062 円 合計 68 件 2,092,644 円 

        27 戸                20戸 

 

９．最後に 

 

土地改良事業受益者負担金及び土地改良施設使用料に係る不適切な

事務について、計画的に納付された事業受益者をはじめ町民の皆様には

公平性に欠けるものとなってしまいました。改めて深くお詫び申し上げ

ます。 

信頼回復への道のりは決して容易ではございませんが、一日も早く町

民の皆様からの信用と信頼が回復できるように、法令を遵守し徴収・滞

納整理の強化に努め公平性を損ねることなく、再発防止・改善策に全力

で取り組み、二度とこの様な問題を起こさぬよう適正な事務を執り行っ

てまいります。 

また今後は、歴代町政執行者の責任について引き続き調査、検討を行

ってまいります。その上で、現在の町政執行者である私どもや、在職し

ている管理職の責任のあり方について、町民の皆様にお示ししていきた

いと考えております。 
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１０．資料編 

 

 
 

 

1 国営駒ケ岳地区畑地帯総合土地改良事業の総事業費について

2 国営造成施設及び財産区分並びに管理区分について

管理事業

(補助対象の有無)

駒ヶ岳ダム S59 一式 国 町（国の委託） 有

ダム管理棟 S59 １棟 国 町（ 　 〃  　） 有

警報局舎 S59 ５ヶ所 国 町（ 　 〃  　） 有

導水路 S56 5,063m 国 町（ 　 〃  　） 無

幹線用水路 S56 17,241m 国 町（ 　 〃  　） 無

ファームポンド S56～63 13ヶ所 国 町（ 　 〃  　） 無

揚水機場 S60～62 　 3ヶ所 国 町（ 　 〃  　） 無

鳥崎支線用水路 S57 1,836m 国 町（ 　 〃  　） 無

鷲ノ木支線用水路 S58 2,076m 国 町（ 　 〃  　） 無

圃場支線用水路 S60～H6 150,598m 町 町 無

管理用道路 S53～H7 21,327m 町 町 無

3 受益者及び受益面積の推移について

旧森町 旧砂原町 合計 受益面積

　　　戸 　　戸 541戸 　　１，６７６ha

129戸 59戸 188戸

109戸 46戸 155戸

108戸 40戸 148戸

　※平成8年度から令和2年度までの25年間で、離農、転用等で受益者が33戸減少した。

　※令和2年度から令和3年度まで8戸減少した（内訳は死亡6戸（森1戸、砂原5戸）、離農1戸

　　 （森）、法人化1戸（砂原：親子））。

年度

昭和４６年度（当初計画時）

平成８年度（完了時）

　　１，１５７ha令和２年度（償還完了時）

令和３年度（現在）

平成　７年度（事業完了時） 21,315百万円 うち負担金対象事業費20,815百万円

施設名 完成年度 事業量 財産区分 管理区分

【事業概要詳細】

年度 総事業費 備考

昭和４６年度（当初計画時） 　3,400百万円

4 国営駒ケ岳地区畑地帯総合土地改良事業費負担割合について

（旧森町） （旧砂原町）

農業用排水 73.0 17.2 3.8 6.0 3.3 2.7

農地造成 75.0 15.0 4.0 6.0 3.3 2.7

町負担

平成5年
から

2.7

計90.1

農地造成

(80.0） (10.0)

4.0 6.0 3.3 2.7

計90

地元負担
地元負担の内訳

一般型

平成4年
まで

農業用排水

(78.0) (12.1)

3.8 6.1 3.4

事業方式 負担年度 事業名 国庫負担 道負担
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森地区

砂原地区

北 海 道

上鳥崎橋警報局

屏風崖下警報局

獅子狭間警報局

下虹懸巖警報局

上虹懸巖警報局

上大滝水位雨量局

国営駒ヶ岳土地改良事業計画一般平面
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Ｈ8～9(2年) Ｈ10～32(23年) 支払期間 利率

25年

9,845,649,910 1,758,183,633 48,699,184 72,208,055 据置期間2年 5.0%

Ｈ8～10(3年) Ｈ11～32(22年) 支払期間 利率

193,261 193,261 25年

10,969,677,592 1,997,963,517 54,848,387 83,337,198 据置期間3年 5.0%

  48,669,184×2年
＋54,848,387×3年

  72,208,055×23年
＋83,337,198×22年
＋消費税額 193,261

森町負担金 砂原町負担金

合計 20,815,327,502 3,756,340,411 261,943,529 3,494,396,882 2,084,768,942 1,671,571,469

農業用用排水事業
上表の年賦金 72,208,055 ÷ 0.07414 ＝事業負担金 973,941,934 ・・・①

÷ 9,845,649,910 ＝実地元負担割合 9.89% ・・・②
上表の負担金総額 1,758,183,633 － ① ＝実支払利息 784,241,699 ・・・③

農地開発事業
上表の年賦金 83,337,198 ÷ 0.07597 ＝事業負担金 1,096,975,095 ・・・④
上表の償還前農地開発事業負担金④ ÷ 10,969,677,592 ＝実地元負担割合 10.0% ・・・⑤
上表の負担金総額 1,997,963,517 － ④ ＝実支払利息 900,988,422 ・・・⑥

畑地帯総合土地改良事業
（農地開発事業）

負担金総額
負担対象事業費

（円）
事業名

事業名

平成７年度完了国営土地改良事業受益者負担金調書　　（精算額）

（償還開始年度　平成８年度）

年賦金

地元負担金（円）

地元負担金（円）

畑地帯総合土地改良事業
（農業用用排水事業）

負担対象事業費
（円）

上表の償還前農業用用排水事業負担金①

負担金総額

負担割合：全体プール
負担（面積割）
　森町　　55.5％
　砂原町　44.5％

備考

備考年賦金

＊上段は消費税額で
  外数
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●事業の経緯

農業用用排水事業（畑地かんがい） 調査費　５１，０００千円　
農地造成事業 全計費　２２，０００千円

調査計画 昭和４０年度～昭和４４年度
全体実施設計 昭和４５年度
着工 昭和４６年度
法手続 ア．土地改良法第８５条（事業の申請）　昭和４６年　７月１４日 意義申立なし

イ．土地改良法第８６条（適否の決定）　昭和４７年１０月１３日 同意率１００％
ウ．土地改良法第８７条（事業広告）　  昭和４７年１０月２０日 受益面積　　農地造成　　  ７３７ha
エ．土地改良法第８５条（計画確定）　  昭和４７年１１月２９日 　　　　　　農業用用排水　９３９ha 　　合計１,６７６ha

国営事業費　農地造成　　　１,６６１,０００千円　
　　　　　　農業用用排水　１,７１９,０００千円

第１回計画変更 昭和４６～４８年にかけての土地投機ブームの影響を受け農用地のスプロール
化に伴う受益面積の変更と併せて主要工事、事業費の一部修正
ア．計画変更委員会承認　昭和５２年　３月　８日 意義申立なし
イ．概要公告　　　　　　昭和５３年１１月２８日 同意率　　　農地造成　　　１００％
ウ．計画決定　　　　　　昭和５４年１０月１５日 　　　　　　農業用用排水　９９％
エ．事業公告　　　　　　昭和５４年１０月１７日 受益面積　　農地造成　　  ５５７ha
オ．計画確定　　　　　　昭和５４年１１月２７日 　　　　　　農業用用排水　１,１２６ha 　合計１,６８３ha

国営事業費　農地造成　　　２,８４９,０００千円　
　　　　　　農業用用排水　４,５０９,０００千円

第２回計画変更 農業施設、公共施設及び農業後継者不足による受益面積の変動、また河川管理
施設構造令施行、或いは幹線水利施設の安全性が重要視されるところとなり、
ダム及びパイプラインについて技術的検討の結果、工法変更が必要となり併せ
て事業計画の見直し
ア．計画変更委員会承認　昭和５６年　６月１９日 意義申立なし
イ．概要公告　　　　　　昭和５７年　５月２５日 同意率　　　農地造成　　　１００％
ウ．計画決定　　　　　　昭和５７年１１月１５日 　　　　　　農業用用排水　１００％
エ．事業公告　　　　　　昭和５７年１１月１６日 受益面積　　農地造成　　  ５６２ha
オ．計画確定　　　　　　昭和５７年１１月２７日 　　　　　　農業用用排水　１,０１２ha 　合計１,５７４ha

国営事業費　農地造成　　　５,８４６,０００千円　
　　　　　　農業用用排水　８,１０４,０００千円

第３回計画変更 農業を取り巻く社会経済情勢の変化から、離農及び零細農家の脱落と捕る漁業
から栽培する漁業への変化の中でホタテ養殖が好転し、農業離れする兼業農家
が現れ、受益面積が変動した。また、用水路は安全性・機能性、管理面等から
一部見直しを行い、併せて付帯施設を充実、道路は新設と舗装の取込み等の変
更を生じ、事業量、事業費の見直し
ア．計画変更委員会承認　平成　６年　３月　７日 意義申立なし
イ．概要公告　　　　　　平成　６年１１月　７日 同意率　　　農地造成　　　１００％
ウ．計画決定　　　　　　平成　７年　４月１７日 　　　　　　農業用用排水　９２％
エ．事業公告　　　　　　平成　７年　４月１８日 受益面積　　農地造成　　  ６３３ha
オ．計画確定　　　　　　平成　７年　６月　４日 　　　　　　農業用用排水　５２４ha １,１５７ha

国営事業費　農地造成　　　１１,２２４,０６６千円　
　　　　　　農業用用排水　１０,０７５,９３４千円

畑地パイロット事業

備　　　考内　　　容事　　　項



17 

 

 

●事業計画経緯総括表

１．関係町 茅部郡森町、砂原町 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

２．申請年月日 昭和４６年７月１４日 計画変更委員会 計画変更委員会 計画変更委員会

昭和５２年３月８日 昭和５６年６月１９日 平成６年３月７日 －

３．申請面積 １,６７６ha １,６８３ha １,５７４ha １,１５７ha １,１５７ha

４．申請事業費 国営事業費 国営事業費 国営事業費 国営事業費 国営事業費

３,３８０,０００千円 ７,３５８,０００千円 １３,９５０,０００千円 ２１,３００,０００千円 ２０,８１５,３２７千円

非補助事業費 非補助事業費 非補助事業費 非補助事業費 非補助事業費

２０,０００千円 ４２,０００千円 ５０,０００千円 １５,０００千円 未定　千円

５．調査期間 昭和４０年度～昭和４４年度 作業期間 作業期間 作業期間 工期

５ヵ年間 昭和４９年度～昭和５２年度 昭和５４年度～昭和５６年度 平成５年度～平成６年度 昭和４６年度～平成７年度

４ヵ年間 ３ヵ年間 ２ヵ年間 ２４年間

６．調査費 ５２,０００千円 － － － －

７．調査面積 １,６７６ha １,６８３ha １,５７４ha １,１５７ha １,１５７ha

８．受益戸数 農業用用排水　　　４６７戸 農業用用排水　　　４２１戸 農業用用排水　　　３７３戸 農業用用排水　　　１４７戸 農業用用排水　　　１４８戸

農地造成　　　　　２９５戸 農地造成　　　　　２１６戸 農地造成　　　　　２５１戸 農地造成　　　　　１０８戸 農地造成　　　　　１０９戸

(うち重複)　　　　２２１戸 (うち重複)　　　　１３０戸 (うち重複)　　　　１６７戸 (うち重複)　　　　　６７戸 (うち重複)　　　　　６８戸

受益実戸数　　　　５４１戸 受益実戸数　　　　５０７戸 受益実戸数　　　　４５７戸 受益実戸数　　　　１８８戸 受益実戸数　　　　１８８戸

９．事業費 国営事業費 国営事業費 国営事業費 国営事業費 国営事業費

３,３８０,０００千円 ７,３５８,０００千円 １３,９５０,０００千円 ２１,３００,０００千円 ２０,８１５,３２７千円

非補助事業費 非補助事業費 非補助事業費 非補助事業費 非補助事業費

２０,０００千円 ４２,０００千円 ５０,０００千円 １５,０００千円 未定　千円

１０．事業量 重力式コンクリートダム １ヶ所　 重力式コンクリートダム １ヶ所　 重力式コンクリートダム １ヶ所　 重力式コンクリートダム　１ヶ所　 重力式コンクリートダム　１ヶ所

導水路１条　　　　　５,３１７ｍ 導水路１条　　　　　５,３１７ｍ 導水路１条　　　　　５,７０９ｍ 導水路１条　　　　　５,７０９ｍ 堤高４３.６ｍ堤長７２ｍ

幹線用水路２条　　１８,６１８ｍ 幹線用水路２条　　１９,１６０ｍ 幹線用水路２条　　１７,５５２ｍ 幹線用水路２条　　１９,４９４ｍ 導水路１条　　　　　５,７００ｍ

支線用水路　　　Ａ＝１,６７６ha 支線用水路　　　Ａ＝１,６８３ha 支線用水路　　　Ａ＝１,５７４ha 支線用水路　　　Ａ＝１,１５７ha 幹線用水路６条　　１９,４４０ｍ

農地造成　　　　　 Ａ＝７３７ha 農地造成　　　　　 Ａ＝５５７ha 農地造成　　　　　 Ａ＝５６２ha 農地造成　　　　　 Ａ＝５２４ha 支線用水路２１条１５０,５９８ｍ

幹線道路１条　　　　２,４３０ｍ 幹線道路１条　　　　２,５００ｍ 幹線道路１条　　　　４,１００ｍ 幹線道路１条　　　　３,８４０ｍ 農地造成　　　　　 Ａ＝５２４ha

支線道路４条　　　　４,５２０ｍ 支線道路４条　　　　６,３００ｍ 支線道路４条　　　　７,９２０ｍ 支線道路４条　　　１７,４４０ｍ 幹線道路１条　　　　３,８５５ｍ

揚水機場　　　　　　　　 ９ヶ所 揚水機場　　　　　　　 １６ヶ所 支線道路７条　　　１７,３７２ｍ

　　　 （うち国営規模　３ヶ所） 　　　 （うち国営規模　３ヶ所） 揚水機場　　　　　　　 １６ヶ所

１１．効用 投資効率 投資効率 投資効率 投資効率 投資効率

　　　　総合　　　　　　１.１ 　　　　総合　　　　　　１.２ 　　　　総合　　　　　　１.０ 　　　　総合　　　　　　１.０ 　　　　総合　　　　　　　 －

　　　　農業用用排水　　１.０ 　　　　農業用用排水　　１.３ 　　　　農業用用排水　　１.０ 　　　　農業用用排水　　１.０ 　　　　農業用用排水　　   －

　　　　農地造成　　　　１.２ 　　　　農地造成　　　　１.１ 　　　　農地造成　　　　１.０ 　　　　農地造成　　　　１.０ 　　　　農地造成　　　　　 －

所得償還率　　　　　　８.５％ 所得償還率　　　　　１０.７％ 所得償還率　　　　　　８.０％ 所得償還率　　　　　　９.７％ 所得償還率　　　　　　 －　％

完了時（平成７年）第３回計画変更（平成６年）項　　　目 原計画（昭和４６年） 第１回計画変更（昭和５２年） 第２回計画変更（昭和５６年）
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 駒ヶ岳地区事業誌（Ｐ76参照）
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 駒ヶ岳地区事業誌（Ｐ77参照）
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 駒ヶ岳地区事業誌（Ｐ78参照）
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○地元負担金の支払方法

据置(年) 期限(年) 利率(％)

2 25 5.0

3 25 5.0

10 25 3.5

○実事業費に対する試算

国 道 地元

農業用用排水事業 9,845,650 905,799 67,156 633 10,609

国営分 9,845,650 81.7 9.1 9.2 905,799 0.07414 67,156 633 10,609

農地造成事業 10,969,678 1,096,967 83,337 524 15,904

国営分 10,969,678 80.0 10.0 10.0 1,096,967 0.07597 83,337 524 15,904

合計 20,815,328 2,002,766 150,493 1,157 13,007

備　　考

　　　　〃

0.07597

※期限は据置を含む

0.08683

　　　　〃

畑
地
帯
総
合
土
地
改
良
事
業

事業区分
償還条件

非補助

農地造成

0.07414農業用用排水

年賦率

10ａ当り
年償還額

（円）

事業名 事業費
（千円）

負担区分（％） 地元負担金
（千円）

年賦金率 要年償還額
（千円）

関係面積
（ha）
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□計画償還の経緯

○計画償還措置適用要望書（町長→知事）　　　　平成７年７月１３日
・工期の大幅な遅延と事業費の増嵩により地元負担金が増加

○計画償還措置適用申請に係る受益者合意内容の提出（町長→支庁長）　　森山開号　平成７年９月２６日

○国営土地改良事業負担金計画償還措置適用申請（駒ケ岳地区）

・北開局計第２３３号　　　　　　　　　　　　　平成７年１１月１日

○国営駒ケ岳土地改良事業（農業用用排水、農地造成）の償還計画の承認及び負担金に係る計画償還措置について

・渡管理第１３５号（支庁長→町長）　　　　　　平成８年４月２２日　

・土指第４１号（知事→町長）　　　　　　　　　平成８年４月１９日　　

・８構改Ｄ第５７号（農水構造改善局長→知事）　平成８年３月１２日　償還計画の承認について

・８構改Ｂ第１３１号（農水大臣→北開発局長）　平成８年３月１２日　償還計画の措置について

本事業に係る負担金
○事業費の３．９パーセント（ガイドラインまで）は土地改良法第９０条第９項の規定により町負担
○残りの６．０パーセントは受益者負担
※平成７年７月２１日陳情のとき道から森・砂原両町長へ、支払期間が８年延び償還総額が約２割増額することを全受益者
　が知らないことにはならないと伝えられる。
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※土地改良事業について 

 

（土地改良事業の徴収方法） 

土地改良事業に要した費用は、国営事業は負担金として、都道府県事業又は市町村事業

は分担金として、土地改良区営事業は賦課金として、それぞれの事業施行地域内の三条資

格者から徴収されることとなります。 

 これらの負担金等は土地改良事業のために特定の人に対し課される人的公用負担として

の受益者負担金です。なお、農協営、農地保有合理法人営又は数人共同施行に係る事業の

費用は、それぞれの事業主体と受益者との契約により徴収されることとなっています。 

 

（土地改良事業） 

土地改良事業は、農用地、農業用用排水施設等の農業生産基盤の整備等を行う事業で、

土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）により定められた土地改良長期計画に従って実 

施されています。国営土地改良事業の実施方式には、国、都道府県、市町村及び農業者等

それぞれの事業費の負担及び支払方法が異なる特別型と一般型の２方式があります。 

 特別型は、事業費の約３分の２を一般会計が負担する国費で賄い、都道府県等が負担す

る残り約３分の１を財政融資資金から借り入れて実施しています。一般型は、特別型と負

担割合は同じですが、都道府県の負担分を財政融資資金から借り入れ、残りはすべて一般

会計から繰り入れて実施しています。 

 

（国営土地改良事業） 

国（北海道は開発局）が直接工事をしてくれるのが国営事業です。農業経営の合理化を

図り農業生産力を高めていく必要から、昭和 24年（1949 年）に土地改良法という法律が制

定されましたが、土地改良法に基づく土地改良事業のうち大規模（畑地の場合は受益面積 

1,000ha以上）で高度な技術を要するものは、開発局による直轄事業で実施しています。 

国営事業の実施に当たっては、受益農家の３分の２以上の同意を得たものについて申請

を受けて、関係都道府県知事等との協議を経て施行を適当と決定したものについて、受益

面積、総事業費、予定工期、主要工事等に関する土地改良事業計画を農林水産大臣が策定

することとなっています。 

この事業計画には、当該国営事業に関連して都道府県や市町村等が実施する土地改良事

業（以下「附帯事業」という。）に係る事業の内容も記載することとなっています。 

 この附帯事業は、国営事業の受益地域（以下「受益地」という。）において、国営事業に

よって整備された幹線用水路等に接続する用水路等の整備や畑等の区画整理を行うもの

で、そのほとんどが国庫補助事業として実施されています。 

畑地域では、幹線用水路等に接続して農業用水をほ場内に導水するために必要な管水路、

給水栓、スプリンクラー等の畑地かんがい施設を整備するとともに、必要に応じて不規則

に存在する畑の区画整理を実施することにより農業用水の確保と農業生産性の向上等を図

るものです。 

 附帯事業の実施に当たっては、国営事業と同様に、事業の着手に先立ち、都道府県知事

等が事業計画を策定し、国営事業の進ちょくの度合いを勘案して、その事業内容、施行時 

期等を決定することが求められています。国営事業と附帯事業とが連携して施行されるこ 

とにより、農地・水利が整備され、作物生産効果（作物生産の量的増加に関する効果）、営

農経費節減効果（機械導入、労働時間短縮など作物生産に要する費用が節減される効果）

等の事業効果が発現することとされています。 
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（受益地及び予定工期の設定等） 

 農林水産省では、受益地について、事業実施の計画地域及び周辺地域における農業振興 

計画等に基づく将来の開発計画に関する調査を行うとともに、関係機関等の意向を聴取し

て、事業が農業施策に沿った最適なものとなるよう設定し、これにより受益面積を確定し

ます。 

 国営事業は、受益面積がおおむね 3,000ha（畑の場合 1,000ha）以上のものについて、受

益農家等からの申請を受けて施行されることとなっています。また、附帯事業は、国営事

業の受益地内において、おおむね 200ha（畑の場合 100ha）以上の場合には都道府県営事業

として、それ以外の場合には市町村等が行う団体営事業として、それぞれの地区の受益農

家等からの申請等を受けて施行されることとなっています。 

また、予定工期は、営農や負担金の償還といった農家経営にとって大きなかかわりがあ

る事項であるため、事業の規模・内容、自然条件等を総合的に勘案して、地区の実情に応

じて適切に設定することとされています。 

 

（事業の費用負担） 

 土地改良事業に要する費用の負担については、土地改良法及び土地改良法施行令（昭和 

24年政令第 295号）に定められています。 

 国営事業に要する費用については、国は都道府県にその費用の一部を負担させることが

できるとされています。そして、都道府県は、その額の全部又は一部を地元（市町村、受益

農家）から徴収することができるとされていて、地元負担額については都道府県の条例等

により定められています。 

 国営事業に要する費用の負担割合は、一般的に、国庫負担率は 66.6％から 70％、都道府

県負担率は 17％から 25％、地元負担率は 5％から 16.4％となっています。 

 また、附帯事業に要する費用のうち、都道府県営事業に要する費用については、国がそ

の一部を補助することとされ、都道府県は国が補助する額を除いた額の全部又は一部を地

元から徴収することができることとされています。 

 附帯事業に要する費用の負担割合は、一般的に、都道府県営事業の場合、国庫負担率は 

50％、都道府県負担率は 25％から 27.5％、地元負担率は 22.5％から 25％となっています。 

 

（事業の長期化に伴う影響） 

 国営事業は、社会経済情勢の変化等により当初計画に比べて長期化しており、このこと

は受益農家の営農意欲に大きな影響を与えています。したがって、事業の長期化は、事業

全体としての効果の発現の妨げとなっています。 

ア、投資効率の低下 

  土地改良事業の施行に当たっては、事業の経済性に関する要件として、土地改良法施

行令により、「当該土地改良事業のすべての効用がそのすべての費用を償うこと」と定め

られています。 

   農林水産省では、上記の経済性の要件を満たしているか否かの判断を行うため、経済

効果を測定することとしており、投資効率は、「土地改良事業における経済効果の測定方

法について」（昭和 60年構造改善局長通達。平成 6年一部改正。）及び「土地改良事業に

おける経済効果の測定に必要な諸係数について」（昭和 60 年構造改善局長通達。平成 10

年一部改正。）等に基づき、総事業費、効果額、国営事業の着手から附帯事業の完了まで

の年数（以下「事業完了年数」という。）などの諸係数等を用いて算定することとしてい

ます。 

この投資効率は、国営事業の事業着手時において 1.0 以上であれば事業の要件を満た

すこととされていますが、その投資効率は、事業完了年数が長くなることにより低下し 
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ます。そこで、国営事業地区における事業完了年数についてみると、附帯事業が完了し

た地区で平均 20年を要しているのに対し、継続中の地区、未着手の地区のうち予定実施

時期が設定されている地区では、それぞれ平均で 31 年、39年を要することとなっていま

す。 

イ、受益地の見直し 

  国営事業では、社会経済情勢の変化や営農形態の変化により、受益面積の増減があり、

市町村、土地改良区等の関係機関との調整を行い、受益地の見直しが行われています。 

〔1〕意欲ある農家の新規参入に伴う受益面積の増加 

〔2〕道路、宅地等への転用、受益農家の営農意欲の減退や後継者の不足等による受益面積 

の減少 

上記受益地の見直しを行う際、受益面積の増又は減が全体の 5％以上のものは、国営事

業の事業計画の変更を行うこととされています。 

  国営事業の継続中は、事業計画の変更により受益地は大幅に見直され、これに伴い附帯

事業の受益地が変更できますが、国営事業が完了した地区は、土地改良法に基づく工事の

完了公告を行うことで事業が確定されるため、国営事業完了後に事業の長期化等に伴う受

益地の変動が生じても、事業計画の変更ができない状況にあります。 

一方、基幹的施設の更新事業の事業計画を策定するに当たっては、過去の国営事業の受

益地を前提としつつ、改めて関係機関等の意向を踏まえて受益地を設定することとされて 

います。すなわち、基幹的施設の更新事業を実施する際には、事業計画の策定の中で、過

去の国営事業の受益地の見直しが可能となっています。 

 

（土地改良調査計画） 

 国営土地改良事業を実施する可能性等を検討するため、「広域基盤整備計画調査」、「地域

整備方向検討調査」、「地区調査」などを実施しています。 
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国営駒ケ岳地区土地改良事業受益者負担金について 

 

（１）支払期間 平成８年度から令和２年度まで（25年間） 

（２）費用負担 土地改良法及び土地改良法施行令 

（３）賦課徴収 森町 

（４）徴収方法 条例に定める（国税及び地方税の例による） 

（５）根拠法令 土地改良法、地方自治法、地方税法等 
 

※森町国営駒ケ岳地区土地改良事業負担金等徴収条例の徴収の方法等を抜粋 

 

（趣旨） 

第１条 土地改良法(昭和 24 年法律第 195 号。以下「法」という。)第 90 条第６項の規定

に基づき、森町における国営駒ケ岳地区土地改良事業の負担金の徴収に関しては、この

条例の定めるところによる。 

（徴収の方法等） 

第３条 負担金は、当該国営事業の施行に係る三条資格者については、元利均等年賦支払

の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該負担

金の徴収を受ける者の申出があるときに限り、その負担金の全部若しくは一部につき一

時支払の方法により徴収するものとし、当該国営事業に係る省令で定める者については、

町長が定める徴収の方法により徴収するものとする。 

２ 第１項の元利均等年賦支払においては、農業用用排水施設に係るものにあっては、支

払期間(据置期間を含む。)を 25年、据置期間を２年、利率を年５パーセントとする 

元利均等年賦支払の方法、農地開発事業に係るものにあっては、支払期間(据置期間を含

む。)を 25 年、据置期間を３年、利率を年５パーセントとする元利均等年賦支払の方法

により支払わせるものとする。 

３ 前項の支払期間(据置期間を含む。)の始期は、当該国営事業が完了した年度の翌年度

とする。 

 

※森町国営駒ケ岳地区土地改良事業負担金等徴収条例施行規則の徴収の方法等を抜粋 

 

（徴収の方法等） 

第３条 条例第３条第５項の規定により発する納入通知書は、森町会計規則(平成 22 年森

町規則第８号)第 33 条第１項に規定する納入通知書に必要事項を記入し作成するものと

する。 

２ 条例第３条第４項の規定による納入の期日は、毎年度 12月 30日までとする。ただし、

町長が必要と認めるときは、複数の納期をもって納入させることができる。 
別表第 1 

北海道知事が定めた額を超えない範囲内において町長が定める額 

期間 金額 

平成 17年度～令和２年度 毎年度 41,706,000 円 

負担金の徴収の基準 

区分 基準 

納付義務者で、農業用用排水

事業及び農地開発事業に係る

もの 

受益面積に 10a当たり 3,800円を乗じて得た金額と

し、10円未満の金額は切り捨てるものとする。 
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砂原地区町有農地 

 

平成 17 年度については、受益面積に 10a 当たり

2,600 円を乗じて得た金額、平成 18 年度について

は、3,000 円を乗じて得た金額、平成 19年度につい

ては、3,300 円を乗じて得た金額、平成 20 年度につ

いては、3,700円を乗じて得た金額、平成 21年度か

ら平成 23 年度については、3,800 円を乗じて得た

金額、平成24年度から平成 29年度については 3,550

円を乗じて得た金額、平成 30 年度以降については

3,200円を乗じて得た金額とし、10円未満の金額は、

切り捨てるものとする。 

納付義務者で、農地造成のみ

に係るもの 

受益面積に 10a当たり 2,200円を乗じて得た金額と

し、10円未満の金額は切り捨てるものとする。 

町有牧場放牧料 頭数に 1頭当たり 40円を乗じて得た金額とする。 
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国営駒ヶ岳地区土地改良事業受益者負担金計画時等１０ａ当たり徴収予定単価

森 砂原 計 森 砂原 計

第1回
計画変更後

第2回
計画変更後

第3回
計画変更後
（最終）

国営駒ヶ岳地区土地改良事業受益者負担金１０ａ当たり徴収単価（単価変更のあった年度のみ掲載）

自作地 町有地 自作地 町有地 頭／日

H8
償還開始
(徴収開始)

543 - - - 126 - 126 4,150 - - -

H9 543 115 116 658 125 54 179 4,150 2,400 1,200 24

H10 542 115 110 657 124 54 178 5,100 4,700 2,400 48

H11
利子補給
開始

480 115 108 595 106 58 164 4,900 4,000 2,000 40

H17 合併 433 98 88 531 86 47 133 4,600 4,600 2,600 40

H18 432 98 104 530 84 49 133 4,600 4,600 3,000 40

H19 432 98 109 530 84 49 133 4,600 4,600 3,300 40

H20 430 95 109 525 85 47 132 4,600 4,600 3,700 40

H21
利子補給
追加支援

415 96 110 511 82 45 127 4,400 4,400 3,800 40

H24
利子補給
追加支援

403 103 110 506 79 46 125 4,150 4,150 3,550 40

H30
利子補給
追加支援

390 97 123 487 74 39 113 3,800 3,800 3,200 40

R2 388 97 123 485 74 38 112 3,800 3,800 3,200 40

備　　考

年度

年度
牧場放牧
単価(円)

57 188

事業費
(千円)

変更事由等

農家負担分、利子補給（担い手・経
安再延長）

農家負担分
利子補給（担い手）

備　　考

受益面積 受益戸数

642 515 1,157 131

農家負担分
利子補給（担い手）

変更事由等 森(町有地含
む)

砂原

311 196

857 717 1,574 272 185

計

S46

S54

S57

H7

3,380,000

7,358,000

当初

農家負担分、利子補給（担い手・経
安延長）

森 砂原 計
森(町有地

含む)
砂原

農家負担分
利子補給（担い手・経安）

農家負担分
利子補給（担い手）

農家負担分
利子補給（担い手）

農家負担分
利子補給（担い手）

農家負担分
（旧砂原町納付猶予）

農家負担分

農家負担分

受益戸数

14,000,000

21,300,000

受益面積
１０ａ当たり単価(円)

2,027

4,285

18,664

- -945 731 1,676

947 736 1,683

１０ａ当たり単価(円)

9,030

507

541

457
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国営駒ヶ岳地区土地改良施設使用料１０ａ当たり徴収単価（単価変更のあった年度のみ掲載）

7haまで 7ha超 個人 町有地

H9 540 231 771 123 55 178 700 700 1,200 600

H10 540 225 765 123 55 178 600 400 1,200 600

H13 539 200 739 121 54 175 600 400 1,200 1,200

H17 537 193 730 117 53 170 600 400 - -

R2 515 232 747 109 46 155 600 400 - -

※農地造成のみ行った面積は、受益面積から除く。

森 砂原 計 森 砂原

１０ａ当たり単価(円)

森 砂原

受益面積(農地造成のみを除く)

年度

受益戸数

備　　考
計
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※土地改良法抜粋 

 

（賦課金等の徴収） 

第三十九条 土地改良区は、賦課金等若しくはこれに係る延滞金又はその延滞金以外の第

三十七条の過怠金を滞納する者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督

促しなければならない。 

２ 土地改良区は、夫役現品の賦課を受けて定期内にその履行をせず、且つ、夫役現品に

代るべき金銭を納付しない者がある場合又は夫役現品若しくはこれに代るべき金銭に係

る延滞金を納付しない者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促しな

ければならない。この場合において、当該夫役又は現品の必要が既になくなつていると

きその他特別の事情があるときは、当該夫役又は現品に代るべき金銭につき、期限を指

定してその納付を請求しなければならない。 

３ 土地改良区は、前二項の規定による督促又は請求をした場合において、その督促又は

請求を受けた者がその督促又は請求で指定する期限までにこれを完納せず、又は履行し

ないときは、市町村に対し、その徴収（夫役又は現品については、これに代るべき金銭

の徴収）を請求することができる。 

４ 市町村は、前項の規定による請求があつた場合には、地方税の滞納処分の例によりこ

れを処分する。この場合には、土地改良区は、その徴収金額の百分の四に相当する金額

を当該市町村に交付しなければならない。 

５ 市町村が第三項の請求を受けた日から三十日以内にその処分に着手せず、又は九十日

以内にこれを終了しない場合には、理事は、地方税の滞納処分の例により、都道府県知

事の認可を受けて、その処分をすることができる。 

６ 都道府県知事は、前項の認可をしたときは、遅滞なくその旨を当該市町村に通知しな

ければならない。 

７ 第四項及び第五項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐも

のとし、その時効については、国税及び地方税の例による。 

８ 第一項又は第二項の督促は、時効の更新の効力を有する。 

 

（国営土地改良事業の負担金） 

第九十条 国は、政令の定めるところにより（国営土地改良事業が廃止された場合にあっ

ては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一

部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるところにより）、国

営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道

府県に、その事業に要する費用の一部を負担させることができる。 

２ 前項の都道府県は、政令の定めるところにより、条例で、国営土地改良事業（市町村

特別申請事業を除く。）によって利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土 

地につき第三条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものから、そ

の者の受ける利益を限度として、同項の規定による負担金の全部又は一部を徴収するこ

とができる。 

４ 前二項に掲げる者が国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする

土地改良区の組合員である場合には、都道府県は、その者に対する負担金に代えて、そ

の土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収することができる。 

５ 第一項の都道府県は、第二項及び第三項の規定による負担金の全部又は一部の徴収に

代えて、政令の定めるところにより、国営土地改良事業（市町村特別申請事業を除く。） 

の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に対し、当該 

市町村の区域内にある土地に係る第二項及び第三項に掲げる者に対する負担金に相当す

る部分の負担金を負担させることができる。この場合においては、都道府県は、あらか

じめ、当該市町村の同意を得なければならない。 



31 

 

 

６ 前項の市町村は、政令の定めるところにより、条例で、同項に規定する者から、同項

に規定する部分の負担金を徴収することができる。 

７ 第二項、第四項又は前項の場合において、第八十七条の四第一項又は第八十七条の五

第一項の規定により国が行う土地改良事業に係る負担金の徴収については、都道府県又

は市町村は、その徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得なければならない。 

９ 第一項の都道府県は、第二項から第五項まで及び前項の規定によるほか、政令の定め

るところにより、国営土地改良事業によって利益を受ける市町村に対し、その市町村の

受ける利益を限度として、第一項の規定による負担金の一部を負担させることができる。 

 

※地方自治法抜粋 

 

（分担金） 

第二百二十四条 普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方

公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件

により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することがで

きる。 

 

（金銭債権の消滅時効） 

第二百三十六条 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法

律に定めがあるものを除くほか、これを行使することができる時から五年間行使しない

ときは、時効によつて消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的

とするものについても、また同様とする。 

２ 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については、法律

に特別の定めがある場合を除くほか、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄する

ことができないものとする。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とす

るものについても、また同様とする。 

３ 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利について、消滅時効の完成猶予、更

新その他の事項（前項に規定する事項を除く。）に関し、適用すべき法律の規定がない

ときは、民法（明治二十九年法律第八十九号）の規定を準用する。普通地方公共団体に

対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。 

４ 法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は、時効の更新の効力

を有する。 

 

※森町会計規則（不納欠損の整理） 

 

第 52条 歳入徴収者は、調定済額について、その徴収の権利が消滅しているものがある

とき又はその調定に係る債権について、消滅時効が完成したとき、政令第 171 条の 7の

規定により債権を免除したとき及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅した

ときは、不納欠損調書により町長の決定を受けなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 
 
※今後の取組詳細 

 

これまで、消滅時効が迎えた土地改良事業受益者負担金及び土地改良施設使用料につ

いては不納欠損処理を行い、また、消滅時効が成立していない当該公債権については、

催告後に個別連絡・訪問・相談の実施や納付誓約の徴取に加えて、新たに財産差押えに

係る各種調査の実施や預金差押えを実施しました。引き続き、再発防止に取り組んでま

いります。 

 

（１）債権保全事務の進捗管理の徹底 

① 消滅時効が成立する日が管理できるように、時効計算の根拠となる納期限、収納日、督

促状発付日及び納付誓約書の受付日等を掌握するため、債権管理台帳を整理しました。 

② 担当職員は、債権保全に係る年間スケジュールを作成し、係内で進捗管理を行います。

特に、上司の管理監督者において、進捗状況を常時把握し進行を管理しています。 

③ 万一、業務が停滞した場合は、決して担当職員任せにせず、上司である管理監督者自ら

が課題解決に取り組んでいます。 

④ 時効計算の根拠となる納期限、収納日、督促状発付日及び交渉履歴等を一元的に記録し、

適切な債権管理に努めています。 

 

（２）法令知識の習得等 

① 職員が業務上必要な知識を身に付け、業務遂行能力を高めるため、各種専門研修の受講

を推進しています。 

② 研修受講後、その成果を係内で共有し、最終的には課内全体の底上げにつなげていきま

す。 

③ 個々のケースで問題やトラブルが発生した際には、課内において、問題解決に向けた議

論の場を作るとともに、専門家の判断を仰ぎ、課内全体で考え改善するというスタイル

を構築しています。 

 

（３）全庁的な情報の共有化と債権管理体制の強化 

① 上記の債権保全事務の進捗管理のほか、他課と連携が必要な案件や、課題・対策につい

て、全庁的にも情報を共有する機会を定期的に設けています。 

② 担当職員が異動の場合でも、事務引き継ぎが十分機能できるよう、引き継ぐ内容を明確

に示すとともに、異動職員間だけではなく、管理監督者である上司を含め、課内等の職

員の情報共有化を図っていきます。 

③ 外部の弁護士等専門有識者も交えた債権管理体制を構築するよう検討を進めます。（弁

護士への相談、滞納整理機構への出向など） 
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◎地方税の滞納処分について 

税金の滞納がある場合、納期限を守って納めている方との公平性を保つため、差し押さえな

どの滞納処分を行う。 
 

□納期限を過ぎても納付されない場合 
 

地方税法の規定により、納付期限経過後２０日以内に督促状を送付する（20日を経過

した日以後に発した督促状があっても、その効力には影響がない（昭和 30.12.27徳島地

判））。 なお、納期限の翌日から法定の延滞金が加算される。  
 

■督促（市町村民税に係る滞納処分） 

 

督促状の発送日から１０日経過しても完納しない場合は、財産を差し押さえることが

できる。 

⇒地方税法 第３３１条 「督促状を発した日から起算して１０日を経過した日までに

完納しないときは、財産を差し押さえしなければならない」と法律で定められている。

事前予告や本人の同意は必要としない。  
 

■催告 
 

督促状を送付しても納付がない場合や、過年度の滞納が残っている場合は、催告書を

送付し、電話による催告を行う場合もある。 
 

■財産調査（延滞金も徴収・差押の対象である。） 
 

督促状や催告書を送付しても納付がない場合は、滞納者の財産を発見するために、

官公署・金融機関・勤務先・取引先・滞納者の財産を占有する第三者などに対して調

査を行う。 

これらの調査は国税徴収法第１４１条から１４７条の規定に基づき、滞納者の了承

を得ずに行うことができる。  
 

第 141条質問及び検査、第 142条捜索の権限及び方法、第 143条捜索の時間制限、

第 144条捜索の立会人、第 145条出入禁止、第 146 条捜索調書の作成、第 147 条

身分証明書の呈示等 
 

■捜索・差押 
 

財産調査の結果、預金・生命保険・給与・売掛金・土地・家屋などがあれば、差し

押さえを行い、強制的に換価して滞納税分に充てる。また、滞納者の居宅の捜索を行

い、換価できる動産（車を含む）の差し押さえを行い、公売会で売却し、滞納額に充

てる。 

これらの差し押さえ、強制換価、居宅の捜索などは事前予告や本人の同意は必要と

しない。 
 

※地方税の滞納処分の例によりこれを処分する。 
※督促状発行期限（但し、納付期限から５年以内）を超過して発行された督促状であっても時効中断の効力を

有する。 

※賦課金の督促による時効中断後、時効の再スタートの日は、督促状を発した日から起算して 10日を経過した

日までの期日が時効中断の期間である（国税通則法第 73条第 1項第 4号）ことから、時効は、その翌日（す

なわち 11 日目）から再スタートするものと解される（地方税法第 18 条の２第１項第２号にも同様の規定が

ある。）。 

※地方公共団体にとっての公法上の債権は、時効の完成と同時に権利が自動的に消滅することになることから、

債権者が時効完成後に弁済を行った場合には、不当利得となり、返還しなくてはならない。 

 

 


